
 

 

 

 

 

第 358回三木市議会定例会追加議案の概要 

 

 第 358 回三木市議会最終日（令和 2 年 6 月 26 日）に提出する追加議案 4 件（条例

関係 1件、補正予算関係 2件、人事関係 1件）の概要は次のとおりです。 

 

1 条例関係 

(1) 第 42号議案 三木市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について（総務課） 

ア 改正理由 

新型コロナウィルス感染症対策の財源に充てるため、市長、副市長及び教育

長の給与の減額を行う。 

イ 改正内容 

市長、副市長、教育長の給与を 7 月から 12 月までの 6 か月間（12 月支給期

末手当含む。）10分の 1減額する特例規定を定める。 

給与の減額内容                     (単位：円) 

区分 
給料 期末手当 

合計 
月額 1/10 6か月分 手当額 1/10 

市長 980,000 98,000 588,000 2,611,822 261,182 849,182 

副市長 830,000 83,000 498,000 2,212,053 221,205 719,205 

副市長 830,000 83,000 498,000 2,212,053 221,205 719,205 

教育長 710,000 71,000 426,000 1,892,238 189,224 615,224 

合計 3,350,000 335,000 2,010,000 8,928,166 892,816 2,902,816 

ウ 施行期日 

令和 2年 7月 1日 

 

2 補正予算関係 【別添「令和 2年度 6月補正予算（案）の概要」参照】 

(1) 第 43号議案  令和 2年度三木市一般会計補正予算（第 3号） 

(2) 第 44号議案  令和 2年度三木市学校給食事業特別会計補正予算（第 2号） 

 

3 人事関係 

令和 2年 6月 24日記者発表資料 総合政策部企画政策課 

担当：課長 降松俊基 

内線：2481 



(1) 第 45号議案  人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて（人権

推進課） 

9月 30日に任期満了となる人権擁護委員について、その候補者を法務大臣に

推薦することついて、法律の定めるところにより、議会の意見を聞くもの。 

 

 

 問い合わせ 三木市総合政策部企画政策課 

        電話 0794-82-2000（内線 2481） 

 


